
令和元年度工事随意契約調べ（１２月分）

契約年月 工 事 名

設計工期 工 事 担 当 課 工 事 番 号 設 計 金 額 請 負 代 金 額 契 約 の 種 類

R1.12.6 小規模床版橋補修工事（３０３５）関連工事 R1.12.7

110 道路管理課 19000164 1,298,000 1,292,500 随意契約 R2.3.25

R1.12.11 市道加太８８号線道路修繕工事 R1.12.12

70 道路管理課 19000227 1,537,800 1,485,000 随意契約 R2.2.19

R1.12.25 下水路整備工事　楠見地区船所 R1.12.26

80 河川港湾課 19000169 2,039,400 2,035,000 随意契約 R2.3.14

R1.12.25 西浜広場施設撤去工事 R1.12.26

80 公園緑地課 19000234 9,849,400 9,845,000 随意契約 R2.3.14

智代美建設（株） 和歌山市大河内地内から南畑地内まで

～

現在小規模床版橋補修工事（３０３５）が施工中であるが、水道
本管が支障となり復旧が必要である。上記工事の施工箇所は
水田と農作物耕作地に接しており、地元からの要望で工事期間
に制約がある。施工箇所は狭隘地であり、ボックスカルバートの
据付と同時に水道本管の復旧を行う必要があるため、２以上の
施工業者による施工は現場が輻輳するため不利である。以上
のことより、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号および
第6号を適用した。

三友工業（株） 和歌山市西浜１６６０番４０１

～

本工事は、中央卸売市場の再整備に伴い、西浜広場のグラウ
ンド施設等を撤去するものであるが、既発注工事（工事名　中
央卸売市場守衛室兼受電棟建替工事、工事担当課　中央卸
売市場）と施工箇所が重複しており、施工の工程調整が不可欠
である。また、民間事業者で施工する加工場建設も施工箇所が
重複しており、施工が今年度から開始されることから工期の短
縮を図ることが必要である。よって、既発注工事と同一施工者と
契約を締結した方が、施工調整が円滑に図られて安全な施工
ができ、工期の短縮にもつながり、また安全施設や現場事務所
を兼ねることで経費の削減が図られるという点からも望ましい。
上記理由により、本件については、競争入札に付することが不
利であるため、既発注工事の受注者である三友工業(株)が適任
であるとし、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用。

大晶建設（株） 和歌山市加太地内

～

当該箇所は平成30年7月の大雨により地滑りを発生しており、
現在対策工事の検討を進めている。本年度においても、8月の
大雨等により地滑りが進み、10月30日のパトロールで擁壁ブ
ロックの一部落下を確認した。今後近隣住宅に飛散する危険性
があるため、緊急対策として落石防止工事を行う必要がある。以
前に当該箇所の修繕を担当した大晶建設株式会社と立ち合い
し協議をしたところ、緊急対応が可能とのことであった。地元業
者であるため周辺の地形等の状況を熟知しており、十分な技術
力と緊急対応が可能な大晶建設株式会社が適任であるとして、
地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用した。

ライトエンジニアリング（株） 和歌山市船所地内

～

本工事は、和歌山市船所地内の水路について、滞留による悪
臭等の改善を目的として行うものであり、令和元年１１月２２日
（入札参加者１者）及び令和元年１２月１３日（入札参加者無し）
に入札を行ったが、いずれも不成立となった。市民生活に悪影
響を及ぼしていることから早期に改修する必要があり、再度入
札を行う時間的余裕がないため、地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第８号を適用し、入札参加者のライトエンジニアリング
（株）と随意契約を行った。
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